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要求水準について

要求水準とは
•運営権者に要求する業務の水準

要求水準の基本方針
•水道3事業は，県民や県内企業が生活又は事業活動を
行う上で不可欠な公共サービスであることから，安定的な経
営を求める

•運営権者が遵守すべき水質基準は，現行体制と同等を
求める
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要求水準書の構成

第1．総則

第2．経営に関する要求水準

第3．運営権設定対象施設における維持管理及び改築に係る業務に関する要求水準

第4．運営権設定対象施設以外の施設等における維持管理業務に係る要求水準

第5．本事業用地及び運営権設定対象施設等の保安等に係る業務に関する要求水準

第6．土地，建築物及び工作物等貸付業務に係る要求水準

第7．関連業務に関する要求水準

第8．危機管理に関する要求水準

第9．任意事業に関する要求水準

第10．契約終了時の措置

次ページ以降青字：これまでの委員会資料からの修正点
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■事業計画の作成 P8～9
• 以下の計画書を作成し，県に提出することを求める。なお，各計画書の詳細内容については，県と協議の上，決定する。
• また，各計画書の内容に変更が生じた場合，運営権者は，県と協議の上，変更内容を決定し，変更後の各計画書を県
に提出する。

• 年間事業計画書のうち経営に関する事項について，運営権者は，以下の報告書を作成し，県に提出する。

第2．経営に関する要求水準➀

書類の名称 内容 提出する書類の単位

全体事業計画書 本事業期間の経営及び事業運営に対する計画 法人

中期事業計画書 料金期間ごとの経営及び事業運営に対する計画 法人及び9個別事業ごと

年間事業計画書 単年度の経営及び事業運営に対する計画 法人及び9個別事業ごと

書類の名称 内容 提出する書類の単位

年間業務報告書

• 年間事業計画と実績の差異分析
• 課題認識
• 次期以降の見通し

法人及び9個別事業ごと

半期業務報告書

• 年間事業計画と実績の差異分析
• 課題認識
• 下半期の見通し

法人及び9個別事業ごと

月間業務報告書
• 2.3に示す財務数値及び財務指標
• 2.9.2に示す県民とのコミュニケーションに関する実施内容 法人及び9個別事業ごと



法人 9個別事業 任意事業 その他

－
第2.～第5.及び第8.に

示す業務
第9.に示す業務 第6.及び第7.に示す業務

単体

作成財務

諸表

計算書類（貸借対照表，損

益計算書，株主資本等変動

計算書，個別注記表）

事業報告書

計算書類の付属明細書

事業報告書の付属明細書

キャッシュ・フロー計算書

貸借対照表

損益計算書

個別注記表

キャッシュ・フロー計

算書

貸借対照表

損益計算書

個別注記表

キャッシュ・フロー計

算書

貸借対照表

損益計算書

個別注記表

キャッシュ・フロー計

算書

連結

作成財務

諸表

連結計算書類（連結貸借対

照表，連結損益計算書，連

結株主資本等変動計算書，

連結注記表）

連結キャッシュ・フロー計

算書

－ － －

区分経理の対象

財務諸表の単位

財務諸表

の種類
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■財務管理
• 以下に示す単位ごとに財務諸表を作成し，県に提出する。 P13～14

• 各事業に直接賦課することが困難な共通経費については，合理的な配賦基準に従って各事業に配賦する。

• 配賦基準は，毎事業年度継続して適用する必要があり，みだりに変更してはならない。

第2．経営に関する要求水準②
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■財務管理
• 四半期ごと又は月ごとに，以下の実績値を月間業務報告書にて県に報告する。 P14～15

第2．経営に関する要求水準③

報告
頻度

報告事項 報告単位

四半期
ごと

財務
数値

• 売上高 • 売上総利益 • 営業利益 • 経常利益 法人及び
9個別事業ごと

• 税金等調整前四半期純利益 • 四半期純利益 • 負債合計 法人

• 総資産合計 • 純資産合計 • 有利子負債残高 • 現金及び現金同等物の四半期末残高

財務
指標

• 流動比率 • 有利子負債比率 • DSCR 法人

月ごと
財務
数値

• 売上高 • 売上総利益 • 営業利益 法人及び
9個別事業ごと• 経常利益 • 税金等調整前月次純利益
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■情報公開及び説明 P15

• 本事業等は，重要な公共サービスであることを踏まえ，以下に掲げる事項を満たすとともに，適時，適正な情報を公平かつ

継続的に公開し，経営の透明性の確保に努めることとする。

 県が定める事項について公開すること。

 事業運営に関する情報の積極的な公開に努めること。

 継続的で分かり易い情報公開に努めること。

第2．経営に関する要求水準④

情報公開の対象とする事項（案）

分類 提出書類

経営に関する業務 全体事業計画書

中期事業計画書

年間事業計画書

経営セルフモニタリング実施計画書

会社法計算書類及び附属明細書，キャッシュフロー計算書

会計監査人による監査報告書（写し）

9個別事業の貸借対照表，損益計算書，キャッシュフロー計算書及び個別注記表

年間業務報告書

月間業務報告書

経営セルフモニタリング結果報告書

運転管理・水質管理業務 運転管理・水質管理セルフモニタリング実施計画書

運転管理・水質管理セルフモニタリング結果報告書

保守点検・修繕業務 保守点検・修繕セルフモニタリング実施計画書

保守点検・修繕セルフモニタリング結果報告書

改築業務 改築セルフモニタリング実施計画書

改築セルフモニタリング結果報告書
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第3．運営権設定対象施設における維持管理及び
改築に係る業務に関する要求水準①

■水質に係る基準
• 水道水質及び下水道の放流水質については，現行体制と同等を求めるために，法定基準に加え県基準を設定し遵守
する。（本資料P15～16参照） P24, 69 

• 水道法20条に基づく水質検査は引き続き県が実施する。

• 工水については，3個別事業ごとに以下の水質基準を遵守する。 P47

 仙塩工業用水道事業

大梶浄水場出口における水質は，下記水質を遵守すること。

 濁度：10度以下

 水素イオン濃度：pH6.0～8.0

 仙台圏工業用水道事業

原水供給なので，水質基準は要求しない。

 仙台北部工業用水道事業

麓山浄水場の出口における水質は，以下の県基準を遵守すること。

 濁度：50度以下

 麓山浄水場の出口における濁度の管理目標値は，30度とする。
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• 51項目の運営権者の水質遵守地点
• 県がこの地点で水質検査を実施
⇒検査結果を運営権者にフィードバック

運営権者の遵守地点（みやぎ型）

現行体制と同様

・県による168項目の水質検査地点
⇒目標値を超過した場合，県及び運営権
者は原因究明の上，対応策を共に検討

FM

FM

P

FM

FM

FM

FM

FM

FM

取水設備
沈砂池

浄水場 制御弁室
（弁類，計装制御装置）

調整池

手動弁

ポンプ場

テレメーター室
（弁類，計装制御装置）

受水槽等

調整池

【取水・導水施設】 【浄水施設】 【送水施設】 【市町村】

FM：流量計
管路

現行体制と同様
県の監視地点（現行体制） 県の水質検査地点（現行体制 みやぎ型）

運営権者の監視地点（みやぎ型）

第3．運営権設定対象施設における維持管理及び
改築に係る業務に関する要求水準②

■水道水質の遵守地点
• 市町村受水地点における水道水質を遵守する。
• 受水地点で県基準又は法定水質基準を満たしていない場合の責
任分担については，運営権者が以下の事項を証明した場合は，
県の責任とする。
 浄水場出口での水質（常時監視項目等）が，受水地点
における水質基準を満たすことができる水質であること。

 浄水場の出口以降の運営権設定施設において，運営権者
が水質悪化につながる行為（清掃等の不備）を実施してい
ないこと。

P24



9

第3．運営権設定対象施設における維持管理及び
改築に係る業務に関する要求水準③

■改築に関する基本的な考え方
• 応募者は，審査の一環として，本事業期間にわたる改築計画を記載した改築提案書の提出を行う。
• 運営権者は，改築提案書に記載した改築内容について履行義務を負う。上水・工水において，実施を取り止める改築があ
る場合，運営権者は当該改築に係る費用（改築の取り止めに起因する維持管理に係る増加費用を控除）を県に支払う。

• 下水の改築は実費精算とする。

■改築の主な流れ

改築計画書の作成 県による承認

設計図書の作成 県による承認

改築工事の実施

• 運営権者は，改築提案書の内容を基に，改築計画書（案）を料金
期間ごとに作成。変更に係る原則的な考え方は以下のとおり。

 事業期間内での実施時期の変更を認める。
 改築費や維持管理費等について総合的に判断し（入替前後の
改築件数は問わない），改築の入替を認める。

• 全数について完成検査を実施する。完成検査 県による検査

• 上水・工水・下水ともに，運営権者は施工計画書を提出し，その内容
を県が確認する。

P35, 57, 81



■第二受水テレメータ室の運転管理及び保守点検 P92

• 運営権者は，第二受水テレメータ室の運転管理及び保守点検について実施計画を策定し，第3に示す運営権設定対
象施設における維持管理に係る計画書に記載すること。さらに修繕及び改築計画を策定する。

• 報告についても，第3に示す運営権設定対象施設における維持管理に係る報告書に記載する。

• 区分経理により管理を行う。

■工業用水道事業における使用水量の測定業務 P93

• 運営権者は，工業用水道使用者の使用水量について，各工業用水道使用者に対する使用水量の通知及び使用水
量の集計・整理を毎月行う。さらに，その結果について，県に報告する。
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第4．運営権設定対象施設以外の施設等における
維持管理業務に係る要求水準

P

FM

FM

FM

FM

FM

FM

調整池

手動弁

ポンプ場

受水槽等

調整池

同一市町

第一受水テレメータ室

（県の所有）

第二受水テレメータ室

（市町の所有）

• 同一市町において複数のテレメータ室があ
る場合，第一受水テレメータ室は県の所
有，それ以外のテレメータ室（第二受水テ
レメータ室）は市町の所有。

• 市町の所有物について県が運営権を設定
することができないことから，第二受水テレ
メータ室の運転管理及び保守点検の実施
については，義務事業の運営権設定対象
施設以外の施設等における維持管理業
務として運営権者に別途求めることとした。



■流域下水道事業

＜石巻浄化センター及び石巻東部浄化センターからの汚泥の受入及び適正処理＞ P98

• 仙塩浄化センターの汚泥焼却施設において，みやぎ型対象外の石巻浄化センター及び石巻東部浄化センターからの汚泥

を受入れ，適正処理する。

＜県の要請に応じた大雨時及び地震発生時の一部の管路の点検調査＞ P98

• 県の要請に応じて，大雨時及び地震発生時に，指定する管路の点検調査を行う。

• 大雨時における点検調査の内容は，目視による溢水状況の確認とする。
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第7．関連業務に関する要求水準



■危機管理マニュアル・業務継続計画書の作成
• 危機管理マニュアル・業務継続計画書（運営事業ＢＣＰ）を事業開始までに作成し，逐次改定を行う。

• 作成並び改定に当たっては，県と協議し，県の対応と整合を図るとともに，県の承認を得る。

■災害，事故等の緊急時の対応
• 災害，事故等の緊急時において，その指揮命令，役割分担は，その規模に拘わらず，原則として，平常時と同じとする。

• 災害，事故等の緊急時には，危機管理マニュアル及び運営事業ＢＣＰに従い対応する。
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第8．危機管理に関する要求水準①
P100

県が主体的に運営権者と協力して被害状況等を調査
それぞれの被害状況の対応について協議

関係市町村・工業用水使用者等との連絡調整

災害復旧の制度※を活用し，
県が主体となって復旧・復興業務を行う

災害の発生

人員の派遣等が必要となった場合には，日本水道協会員
の相互応援協定，工業用水道及び下水道に係る災害支
援協定等（※）により応急復旧等を実施

※運営権者が建設した施設も含め県が所有権を持つため，現在の災害
復旧の制度を活用できる。

災害復旧制度の
対象となるもの

災害復旧制度の
対象とならないもの

運営権者がこれまでどおり維持
管理の範疇で対応

（※）東北地域における工業用水道災害時等の相互応援に関する協定，
日本下水道施設管理業協会及び日本下水道管路管理業協会との災害等支援協定 等



■保険

• 運営権者が付保すべき保険については規定しない。ただし，運営権者は，本事業等運営の安定性の確保に必要と考え

る保険を自らの判断で適宜付保するものとし，付保した保険契約の内容及び保険証書の内容については，県の確認を

得るものとする。

• 県は，優先交渉権者として選定された応募者が提案した内容を踏まえて，要求水準書に運営権者の保険加入実施義

務を定める。
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第8．危機管理に関する要求水準②
P101



■引継ぎ事項
＜引継ぎ文書の整備＞

• 以下の事項を含む引継ぎ文書を作成し，電子データで県に提出する。

 各運転操作マニュアル

 情報システムに保存された維持管理及び改築に関する情報

 薬品，燃料，消耗品及び補修用資器材の在庫量の一覧

 県からの貸与品の一覧

 その他関連資料
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第10．契約終了時の措置
P104
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